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奄畷簡

－スレター創刊5 0 弓 ‖

5 0 号 より従来 の編集体制を一新、体裁 もA 4 横 形式に変更 して お届 け します。子 ど

もの権利 を巡る状 況が厳 しくな りつつあ る昨今 、ある意 味使命感 を持 ちなが ら（ り、

子どもの権利に関わる情報 を国内外か ら集め、「簡潔 に」「わか りやす く」をモ ッ トー

に掲載 していきます。ニ ュー ス レターに ご要望そ の他 ご意見が あ りま した ら、是非編

集部 ぐrE L O 3 －3 4 3 3 －7 9 9 0 F A X O 3－3 4 3 3 －7 3 6 9 e－m a il：e d ito「7 3 ＠h o tm a ‖．c o m ）

まで 。今後 ともよろ しくお願いいた します 。（編集部 ）

叫5 0 号 に よせて

子 どもの 権利 条約 ネ ッ トワーク顧 問

永 井 憲 一 （法政大学）

この 「子 どもの権利条 約 ネ ッ トワー ク」 の会員 通信 「ニ ュー ス レター 」が今 度で

5 0 号 の発行 になる ことを記念 し、 お祝 いを 申 し上 げます 。よ く長い年月、 よ く隔月

に確 実に、 とても豊富な 内容の この会 員通信を継続 して発行 し続 けて くれま した。あ

わせて感 謝いた します。

この会 は、忘 れも しませ ん。も う 10 年 も前の 19 9 0 年 の秋 頃か ら、喜多 明人 君を

中心にして、荒牧重人、平野裕二、菅源太郎君たちが準備を始め、ほぼ 1 年間の入念

な準備期間をもって、 19 9 1 年 1 1月 17 日の午後、私のいる法政大学の 6 9 年舘で設

立総会を開いたので した 。そ してその 日の記念講演 を 「子 どもの権利 条約 と子 ども ・

親」 とい うテーマで私が行 ったので した。い まあの 日の緊張 を想起 しています。

この会員通信は、その後、この会が呼びかけユニセフ駐日代表事務所などからの後

援を得て毎年開かれ成功 している「全国フォーラム」の記録や、子どもの権利条約の

全国的な広がりの情報、平野暑が毎回出席している国連子どもの権利委員会の開催状

況の情報等々の、他からは得難い貴重な情報を手早く毎号会員に送ってくれています。

だか ら私も、 自分の研究上 に必要不可 欠な情報源 と して、 このニ ュース レター は特 に

大切 に保 管 し、いつでも見 られるよ うに机の傍 らに置 いています 。

ぜ ひ今後 も、会員の期待に副 うよ うな情報発信 を継 続 してい って下さし＼。

の権利条約ネ ッ トワーク・イベ ン ト

界の子 どもが手をつなぐには」紺催 J

（2 0 0 0 ．5 ．2 1）

先月 2 1 日、国立 オ リン ピック記念 青少年 総合セ ンター にて 、子 どもの 権利条約 ネ

ットワー ク主催 イベン ト「世界の子 どもが手 をつな ぐには」 が開催され ま した。今年

のイベ ン トは、 F「e e T h e Ch‖drenJapan、杉並区ユネスコ青年苦臥PeaceChi伯

東京、C R C ネ ヅ トに所属する高校生 が中心 とな って企画・ 運営 されま した。（イベン

ト内容の詳細 は6 ～7 ペー ジ参照）



C LO SE
ロリ P ①

少年事件と少年法改正論議
あい つ ぐ少年 事 件を う けて 、少年 法 の改 正 を求 め る声 が高 ま りつ つ

あります 。 この よ うな 声 に対 す る 意見 を 弁護 士 の 津 田玄 児 さ ん に、ま

たこの よ うな事 件 を同 じ世 代の 子 ども は ど う感 じて いるの か を現 役 高

校生 の飯塚 信吾 さん 、吉 田雪絵 さん に うか がい ま した 。

要ど義家悪税海国際鷲敷 ≡

庶賓番襲撃法 摂改琵讃

雑尉 糞 児 告発濃悲箋

加わって、主体となるという原則を無視して進んでいます。作成の

過程においても、国会の審議においても、子どもが参加 した事実は

ありません 。

あ らゆる 点で 、子 ど もを忘 れ、国 際的な 常識 に反 する とい う「改

正」の 真の姿 を明 らか にする ことが必 要で す。

誰の 蓋 援 軍



C LO SE
ロリ P ②

児童虐撥隣幾法‡己灘惑毒

寺幾串攫薬‡這∋転箋窓

児童虐待防止法の意義と課題

国 会へ の法 案上 程 か らわず か6 日の 5 月 1 7 日 に成立 した 、児 童虐 待

防止法の意義 と今後の課題について、虐待防止 に取 り組んでいるお二

方に意 見 をうか がいま した 。

安藤 由 紀 ∈ヂ源一ヂ∈A 野き

児童虐待防止法の成立に先がけ、私たちは急き ょ、子ども虐待防

止法 をつ くる ネ ッ トワー クを立 ち上 げ、法 案の検 討を して きま した。

治療機関の整備と専門家増員の必要性

私たちN P O の多くが最も懸念するのは、子どもとその保護者に

対する治療機関の整備と、心理臨床の専門家を増員する∠必要性です。

シ ンポジ ウムで集 計 した当 日ア ンケ ー トでも 、治療機 関 を増設 し、

虐待の治療に専念できる機関の確保が急務だという意見が最も多か

つたのです。そして、虐待の傷跡に直面するという、本来もっと国

が力 を注ぐべき治療の自助活動を地道に作 り上げ、見返 りを求める

ことなく黙々と活動 してきた N P O に対する経済支援は、私たちが

今後もN P O 活動を継続 していく上で切実な要求です。

「虐待」定義の曖昧さ

また法案内容 に関 しても、第 2 条の保護者からの虐待に限ると、

虐待そのものを限定されては、学校現場や地域における子どもへの

暴力を吸い上げることが難 しいのではないかと懸念されます。現在

4 つに分類される虐待の定義に関しても、第2 条の児童に対するわ

いせつな行為とは一体何を意味するのか、また第2 条の4 項の著 し

い心理的外傷を与える言動とは具体的に何を指すのかという意味づ

けが曖昧です。

子どもの教育を言われるときに、ややもすると使われがちな「躾」

という言葉は、一歩間違えると体罰をもつても辞さないという誤解

を招きかねない上に、「子どもへの懲戒権」とともに使われがちな

言葉です。親は、子どもを養育する権利ではなく、子育ての義務、

責任 の所 在が ある とい う認 識 を明 らか にす ると とも に、あ くまで も

権利の主体は子どもにあり、優位的立場にある人間か らの暴力その

ものが犯罪なのだという認識が広まってほしいと考えています。

児童虐犠隣鑑法藍惹の意義

不可欠であるが、この点でも、連携の仕組みは不十分な面があった。

今回成立 した児童虐待防止法 （以下 「防止法」）は、これまで厚

生省が通知等で示 していた対応方法を法律化 したにすぎない、との

評価 もあ ろ う。 しか し、法 律 によ りこれ らの 内容が 規定 された こ と

によって、より明確な法的根拠に基づいて児童虐待に対応できるよ

うにな った点で、児童福祉や医療、教育等、児童に直接かかわる

人々にとって、大きな意義をもつといえる。また、児童虐待の禁止

が明言されたことは （3 条）、社会全体に児童虐待が許されないこ

とで ある ことを宣 言 したも のと して評 価で きる。

児童虐待防止法の内容

ここで は防止法 の主要 な点 のみ 取 り上 げ るこ とにする。

（1）児童虐待の定義が記され、いわゆる身体的虐待 、性的虐待、

監護の怠慢 （ネグレク ト）及び心理的虐待が児童虐待とされた （2

条）。ここにいう保護者とは、「児童を現に監護する者」をいい、実

親・養親だけでな く児童福祉施設の長や継父母等も含まれる（校長、

教員については、学校教育法 1 1条による体罰が禁止されている）。

（2 ）特定職種の者が児童虐待の早期発見に務めなければならない

とされた（5 条）。特定職種の者とは、学校教職員、児童福祉施設

の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のあ

るものである。これ以外にも、助産婦や医師以外の医療関係者等、

「 児童虐待を発見 しやすい立場にある者」は、同 じく早期発見に努

めな けれ ばな らな いもの とされ る。

（3 ）児童福祉法による通告は、刑法上の守秘義務によ り妨 げられ

ないとされた（6 条2 項）。この規定により、児童虐待の通告が促進

されるよう期待されている。しか し、民事上の損害賠償責任や名誉

！設損罪等の刑法上の責任まで、この規定により免除されるとの主旨

ではない（児童虐待の通告により、これらの責任が法的に問われる

ことは、故意や重大な過失がないかぎり、まずないであろう）。

（4 ）児童虐待の通告を受けた場合 、児童相談所は速やかに児童の

安全の確認を行い、必要であれば一時保護を行う（8 条）。

（5 ）児童虐待のおそれがあると認めるとき、児童の住所等に立ち

入ることができるとされた （ 9 条 1 項）。児童福祉法に比べて立ち

入り調査の要件が緩和されたが、必ず しも物理的強制力により（例

えば、鍵を壊 して）立ち入ることができるものではない。

（6 ）児童虐待を行 った保護者は児童福祉司の指導を受けなければ

ならな い とされ 、 これ を受 けな いと きは先］事 が勧 告で きる とされた

（ 1 1条 ）。 これ らの 指導 や勧 告 に は強静」力 はな い。 しか し、児 童福

祉施設入所措置の解除によ り児童の家庭復帰を認めるか否かを判断

する際、指導を受けた状況や指導の効果等について、担当 した児童

福祉司の意見が参考にされる（ 1 3 条）。これにより、虐待 した保護

者に対 して、指導を受けるよう動機づけているとみることができる。

（7 ）家庭裁判所の承認 によ り児童福祉施設入所措置がとられた場

合、児童相談所長や施設長は、保護者から入所児童への面会や通信

プこ生IIRtヨオ フしr ⊥一ナ、で・7芯＝ヒフ」 ／1 ／⊃皇 ＼ フ■十1 トー⊥－h 東 庄 主捨吐王】l石仁爪 音 き王J



1 小

国連総会、子どもの権利条約の

2 つの選択議定書を採択

～決意を新たにする国際社会

第 5 4 会 期 国 連 総 会 は 、 5 月 2 4 日 に 開催 され た 第 9 7 国

全体会合において、子どもの権利条約の2 つの選択議定書

を採択 した 。 ひ とつ は 「武 力 紛 争 への 子 どもの 関与 」 に関

する も ので あ り、も うひ と つが 「子 ど もの 売 買 、子 ども売

買春 およ び子 ども ポル ノグ ラ フィー 」に関す る もの で ある 。

いず れ も 、 今 年 6 月 と 9 月 にニ ュー ヨー ク で 開 か れ る 国連

総会特別会期で、署名のため に開放される。

前者の内容についてはすでに報告済 （本誌第4 8 号参照）

なので、今回は後者の内容をかいつまんで報告する。

「 子 ど もの 売 買 、 子 ども 売 買 春 お よ び 子 ども ポル ノ グ ラ フ

ィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」の批准国 ・

加入国は、子 どもの売買、子ども売買春、子どもポルノグ

ラフ ィー とい う3 つ の行 為 を 禁止 し （ 1 条 ）、 刑事 処 罰 の対

象と しな けれ ばな らない （3 条）。子 ども売買春の顧客も

処罰 対 象で あ る （ただ し、 子 ども ポ ル ノ グラ フ ィー の単 純

所持 は禁 じ られ て い な い ）。 こ の よ うな 犯 罪 に対 して は 、

「 その深刻 な性質 を考慮 に入れた適切な刑罰」が用意 され

る必要 がある （3 条 3 項）。

ま た、この よ うな犯 罪 は「国 内で も しくは国 境 を越 えて 」

行なわれるかを問わず処罰の対象 とされなければな らない

平 野 裕 二

ので （3 条 1 項）、そのため に国 内管 轄権の確立 （4 条）、

犯罪人引渡 し（5 条）、捜査・ 司法共助 （6 条）、多国間 ・

地域間・ニ国間協定の締結、政府・ N G O ・国際機 関の協

力・調整な どによる 国際協力の強化 （ 1 0 条 1 項）も促進

しな けれ ばな らない 。

さ らに、 被害 を受 け た子 ども に対 して適 切 な 保護 ・ 援 助

を提 供 す る こと も 締約 国の 重 要 な 義 務 で あ る 。 と りわ け 、

刑事司法手続における保護 については比較的詳細な規定が

置かれている（8 条）。被害者に対 してそれ以外の保護・援助

を提供 し、さ らには この ような犯罪を 防止 するための 措置も 、

さまざまな形でと られなけれ ばな らな い （9 ・ 1 0 条 ）。

選択議定書は、現行国際法の基準そのものを引き上 げる

には至 らなか ったが、子 どもの人身売買・性的搾取を防止

するための具体的措置を締約国に義務づけるという点で意

義が あ る。 日本 と して も早 期 批准 を達 成 し、他 の 関連 の 国

際文 書 も充 分 に参 照 しなが ら、 と く に国 際協 力 に 力点 を 置

きつ つ 、と り くみ をい っそ う強 化 す る こ とが求 め られ る 。

◆選択議 定書 の全訳 および よ り詳 糸田な解 説 について は、 子 ど

もの人 権連（T E L O 3 －3 2 6 5 －2 1 9 7 ） rいん ふ おめ一 しょん

子どもの人権連』6 6 号（2 0 0 0 年 2 月号）の拙稿参照。

平和の文化国際年 ：

ヨハン・ガル トウング講演会 に参加 して

4 月3 0 日 （日）、「平和の文 化と 日本の文化」 と題 して平和

学の第一人者 ヨハ ン・ ガル トウンク氏の 講演 会がお こなわれ

ました（主催 ：平和の文化をきずく会、場所 ：大東文化会館）。

ガル トウン グ氏 は双 方の対立の妥協点 を見出す 「紛争解決」

ではな く、対立 や矛盾 か ら飛躍 して新 しい創造的な解決法 を

探し出す 「紛争転換 （ トラ ンセ ン ド）」 とい う新 しい考えを編

み出 した方でもあ ります。

講 演会 で は まず 、「い じめ」 を①犠 牲 者 と加 害者（塾学校

③社 会④ 世 界 、 とい う4 つの 視 点 か ら分析 しま した 。氏 に

よる とこの 4 つの 視点 すべ てが 正 しい 、 とい う考 え 方 は東

洋的 考 え方 で あ り、西 洋 と東 洋 を比 較 しな が ら考察 す る と、

平和の深層文化とは 「陰陽」「横の発想」「現実主義」 とな

りま す 。

この こ とか ら例 え ば 日本 の 中央 集権 的 な 「縦 の発 想」 を

横へ と転換 （ トラン セ ン ド） する に は潜 在 レベ ル にあ る深

層意 識 を意 識へ と押 し上 げ る こ とが必 要 と な ります 。 そ し

て次 世 代 を担 う子 どもた ち に は新 しい見 方 を開 拓す る こ と

が重要 にな って くる 、 と氏 は指 摘 しま した 。深 層文 化 の変

容に 関 して は、第 二次 世 界大 戦 後 の ドイ ツ やロ シア の例 を

あげ てわ か りや す く説 明 し、深 層 文化 が 変 容す る可 能性 が

ぽ
こ とを示 してい ま す。

子どもの権利集約 第5 0 号・2 0 0 0 年6 月 15 日号

安 部 芳 絵

「戦 争 と暴力」の 2 0 世紀 か ら「平和 と非 暴 力の 2 1 世 糸己」

へ変 え てい くこ とを願 い、 西暦 2 0 0 0 年 で ある 今 年 は 「平

和の 文 化 国 際 年 」 にあ た りま す 。 1 9 9 9 年 9 月 1 3 日 に国

連で採択された 「平和の文化 に関する宣言」 は、特に第三

条（ i）において 「子 どもの権利の尊重と子 どもの権利の促

進と保 護 を強 化 して い くこ と」 が平 和 の 文化 発 達 の た め に

不可 欠 な 要 素 で あ る と して い ます 。一 方 、 行 動 計 画 で は 、

平和の文化 は情報 によ って共有 されるので 「担 い手たち

（ ＝子 ども含 む）」の主体的な活動が必要であ り、平和の文

化構築へ向けた、子 ども参加の重要性を示 唆 しているとい

える で し ょ う 。

また 、 2 0 0 1 年 か らは 「世界 の 子 ども た ち のた め の 平和

の文 化 と非 暴 力の 1 0 年 」 も 始 ま りま す が 、 2 0 0 0 年 は全

世界 一 億人 署 名 キ ャンペ ー ン を お こな って お り、 5 月 2 2

日の イ ベ ン トで も杉 並 区 ユ ネス コ青年 部 の 子 ども た ち が署

名活 動 を行 い ま した 。

＜ 連絡先 ＞

平和 の文 化 を きず く会 ：

〒3 3 2 －0 0 1 5 川 口市 川 口2 －1 5 －1－1 0 0 4

T e l ＆ F a x ：0 4 8 － 2 5 4 － 5 0 7 4



内の
I■つ ご き

漣暮暮西燕寮ど義の丸棒謙ン認諾

パーツ諜報薫 苛凍報祭蜜公表

苧ど義の権利条約詔謙一慧ム

望0 0 8 約 群霧 だ義 臼 W O 暮．1

唐澤芙慈手蛋 遠 野 奈鮎 き

東京 、 大 阪 、神 奈川 、福 岡 。西 へ と伸 びた フ ォー ラ ムの

開催地 。区 切 りの 2 0 0 0 年 、 8 回 目を迎 え る今 回 は初 め て
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当日会場には6 0 人以上の参加者が集い、

虹土

5 つの グループに分かれて熱心な議論が展開されま した。

当日イベン ト運営／参加 した子どもたち にイベ ン トの感想を うかがいま した。

萎≡妻 ≡ 薫きこ＝≦

☆ フ リー・ザ・チル ドレンの活動 報 告

太 田 夢 香

私 たち フ リー ザチ ル ドレン は 、児童 労働 や性的虐 待 を受 けた子 ど

も達 を支援 する ため に活動 してい ます。今 回はみ なさん にこの 活動

を知 っても らうた めに 、この子 どもの権 利集 約 ネ ッ トワーク のイ ベ

ントに参 加 しま した 。私 たちはそ こ で 、こ のよ うな子 ども達 の現在

の情況 や 、私 たちの具 体的 な活動 な どにつ いて 、ビデ オや クイズ を

まじえな が ら紹 介 しま した。デ ィス カツシ ョンな どで はな く 、説明

ばか りだ った ので 、理解 しても らえた か どうか不 安で した が 、最後

に話 を聞い てくれ た参加者 の方 に次の よう なこ とを言 って いた だ

き、大 変嬉 しく感 じま した。

「大人 達 に言われ て行動 する のでは な く 、子 ども達 が 自発 的 に 、

苦しん でいる 子 ども達の ため に行 動 を起こ すこ とは大 変貴重 な こと

だと思 い ます 。」

私 たちは これか らも よ り活動 に力 を入 れ て頑張 って い きたい と思

います。

～感想～

次 にまた こう いう機会 があ った ら 、聴衆 の人 達の意 見 を取 り入 れ

られる よう に 、意見 や質 問を言 いや すい雰 囲気 を作 り、出来 れ ばデ

イス カ 、ソシ ョン を行い たいで す。 また 、今 回の 経常 をこれ か らの活

動に活 か してい きたい と思い ます。

準備 不足 な点も 多々 あ りましたが 、話 を聞 いて下 さ った方 々 、ど

うも あ りが とう ござい ま した 。これ か らもよろ し くお願 いし ます。

☆「知 りたい」「伝えたい」をかなえる方法

～ メ デ ィア とコ ミュニ ケ ー シ ョン～

山 【ヨ奈 津 帆

何か の活動 を しよ うと思 った とき に必 要な 物は何 か 、と考 える と 、

その一 つは 「仲 間」 である と思 い ます。 自分 に共感 して くれる仲 間

を、共 に活動 してくれ る仲 間 を探 す ため には 、積極的 に 自分の こと

を他の人 に伝 える 必要 が あ ります。 同時 に 、他 の人の 情報 を得 るこ

とも必要であるし、反対の立場をとる人の意見や、世間の動きなど

を知る こ とも また大切 です 。それ ら 「コミュニ ケー シ ョン」 とそれ

を行 うため の道具 で ある「 メデ ィア」 につ いて 、重要 性の 再確認 や

有効な 利用 方法 、注意 しな くて はな らな いこ と 、な どを みんな で考

えようと思 い 、このテ ーマ を設 定 し ました。

最初 にグ ルー プに分 かれ て簡単 な 自己紹 介 をした後 に 、きっかけ

づく りと して簡単 な作 業 を用意 し ました 。が 、時間 と諸 々の事 情に

より断念 。その 代わ り、休 憩 をち ょっ と取 ってか ら 、参加 者の 一人

を司会 者 にして 、メデ ィア につい て 自由に話 し合 うこ とに しました 。

遠中 ち ょっと脱線 も した り、特 定の人 ば か りがし ゃべ って しま った

感も あるの です が 、な かな かおも しろ い議論 で あった と思い ます。

や は りいろん な人 が感 じて いたの は 、今 の マス コ ミの情 報 は画一

的である 、という点 です 。そ の点 、イ ンター ネ ッ トな どはいろ んな

角度から見たものがあるのですが、最近は商用主義の影がちらほら

見え る し 、情報 の信憑 性は 自分 で判断 しな くて はな りませ ん。 しか

しそ のイ ンター ネ 、ソ トの おかげ で 、今 は情報 の発 信者 にな るこ とも

容易 な時代 です 。一方 向 か らしか見て いな いマ スコ ミの情報 を鵜 呑

みにした り、そ の現状 に落胆 す るだ けではな く 、自分 の立場 か ら見

た意 見 を世 間に伝 える こ とも また 、重 要な こ とではな いで し ょうか。

それ に よって 、批判・ 反対意 見 を受 ける ことも 、自分 を成 長させ る

のに非常 に役立 ち ます 。

この情報過多（しかも偏向気味）の時代 、情報を吸収しつつ自分

をし っか り形成 し 、物 事 を多角度 か ら見つ め られ る こ とが 、今 まで

以上 に要求 され ている のでは ない でし ょうか。

☆ ち き ゆうの なか ま・ い ろん な暮 ら し

～異 民 族 にな ってな か ま と文 化 をつ く ってみ まし ょう～

御 子 柴 明 子

ピー スチ ャイル ド東京 は民 族 につい ての ワー クシ ョ、ソプ 「ち き ゅ

うのな かま 、いろん な暮 らし」 をや りました。

参加者 を 2 つのグループに分けそれぞれにある地域の気候 、環境

条件 の書 かれた紙 を配 り、参 力〕者 のみ んな はその 地域 に移民 した異

民族 とい う設定 で 、家 のつ く り 、人 の 格好 、村の 様子 、生活 スタ イ

ルな ど をみんな で自由な発 想 で創 ってい こう とい う内容 です。

世界 中 には様々 な文化 が あ ります。私 たち は 自分 達 と違 った文 化

を表面 的 にだけ見 て判 断 し 、差別 して しま うこ とが あるか もしれ ま

せん。でも、それぞれの文化にはそ・れぞれの理由があるのであって、

偏見 を持 った り差 別 した りすべ きではな い 。どん な文 化 にも間違 い

はな いの だ 、という こと を伝 えた くて 、こ のワー ク シ ョ、ソプ をや り

ました。

私 た ちの周 りには様 々 な文 化や 民 族の 情報 が あふ れ てい ます が 、

それ らの存 在 を改め て認識 し 、考 える 良い機 会 にな ったの では ない

かと思い ます。

結 局 、知識 が邪魔 を してなか なか 自由な 発想 をす るの は難 しか っ

たようで すが 、た くさん の人 とお話 しす るこ とがで きて 、楽 しい時

間が過ご せ ました。
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本 年度 の子 ども の権利 条約ネ ッ トワー クの総 会が 5 月2 1 日 （日）

に開催されま した。以下、当日の概要です。詳細については事務局

までお問い合わせ下さい。

〈 脚年度活動報告・決井に押して〉

9 9 年度 の 活動 の成 果 と して、 ネ ッ トワー ク イベ ン トや子 ども の

権利 条約 フ ォー ラムな どを通 じて 子 ども とお とな のパ ー トナ ー シッ

プのあ り方を すす め ること がで き、 また、 海外の 団体 であ る C E と

の交流やホームページの本格運用などによって、活動範囲を広げて

きたことが挙げられる。今後の課題としては、会員の交流・意見交

換の充実、学習講座の広報方法、新規会員の獲得などについて検討

してい くこ とが求 め られ てい る。 I

〈 親拇改正〉

代表を補佐 し対外的な交渉も担 うものと して、「副代表」を新た

に設 置 した。

〈 200 年度活弗方針、予算に押して〉

今年度も、学習と意見交換をすすめ、情報ネ ットワークを充実さ

せることを基本的柱に、条約の実施と普及、子どもの権利の実現に

努める。第 1 期権利条約入門セミナーを 6 月 3 0 日（金）から始め

るた め の準 備 を すで に す す めて お り、 フ ォー ラム 2 0 0 0 も 1 1 月

2 5・ 2 6 日に群馬県高崎市で開催することが決定 している。

また 、 ニ ュー ス レター は5 0 号 を機 に リニ ュー アル し、わ か りや

すい情報発信を目指す。インターネ ッ トの活用もどんどんすすめ、

幅広 く ‘ネ ッ トワークー を築 いて いきた い。

〈200 年度人事に押して〉

以下の通 り、新年度の人事が承認されました。

なお、運営委員会は原則として毎月第 1又は、第2 月曜日の夜間

に開催する予定です。運営委員会のオブザーバー参加を保障してい

るので、多 くのかたの御意見をお寄せいただきたい。

以下、新年度運営委員会の名前を掲載する。

代表

副代表

事務局長

事務局次長

会計

運営委員

問

査

顧

監

多

牧

井

部

木

地

村

木

井

岡

喜

荒

藤

安

荒

赤

川

藤

永

味

明人

重人

幹夫

芳絵・林 大介

雅子

悦子・天野 隆・飯塚

直・曽 源太郎・小平

武夫・村河 知哉・吉田

憲一・ 津日］ 玄児

尚子・坪井 節子

信吾・内田 塔子

由起・平野 裕＝

雪絵・好光 紀

（ ∋、㊥ ㊨ 限
㊨（り0 ㊤（∃く1〉

5 0 号より毎号、子どもの権利条約ネ ッ トワークがおすすめする

図書 の紹 介 コーナー を載 せる こと にな りま した 。 どうぞ 参考 に して

くださ い。

☆r人権の絵本j 著者 ：喜多明人、岩川直樹、満川尚美、岩辺泰吏、

絵 ：木原千春子（大月書店、2 0 0 0 年、舌18 0 0 円）

1巻 r自分を大切にJ 2 巻 rちがいを豊かさにJ 3 巻 rそれっ

て人権 ？J 4 巻 rわた したちの人権宣言」 5 巻 rタイム トラベ

ル人権号j 6 巻 r学びの手引きj

自分を好きになれないあなたは 1・ 2 巻、何が “ジンケン”なの

かわ か らな い君 は 3 巻 、 自分 に何 がで きる ん だろ う ？とい う人 は4

巻、 “ジ ンケ ン【 の 歴史 とかを も っ と知 りた い、 と うい うあ なた は

4・ 5 巻を読んでね ！

C E 夏季 トレーニンク2 0 0 0 参加者決定 ！C R C ネッ トか らは飯塚信吾君（1 6 ）が N Y 、フィラデルフ

ィアで行われる トレーニンクおよび共和党大会取材に参加します J 詳細は次号で J
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